
明
治
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日

第
三
種
郵
便
物
認
可

〇

〇

（号 外）
独立行政法人国立印刷局

省

令

商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

商
標
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
通
商
産
業
省
令
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応

す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

改

正

後

改

正

前

別
表
（
第
六
条
関
係
）

別
表
（
第
六
条
関
係
）

第
一
・

二
類

﹇
略
﹈

第
一
・

二
類

﹇
略
﹈

第
三
類

一

せ
っ
け
ん
類

第
三
類

一

せ
っ
け
ん
類

洗
い
粉

ガ
ラ
ス
用
洗
浄
剤

ク
レ
ン
ザ
ー

化
粧
せ
っ
け

ん

工
業
用
せ
っ
け
ん

シ
ャ

ン
プ
ー

石
油
系
合
成
洗
剤

洗
濯
せ
っ
け
ん

ド
ラ
イ
ク

リ
ー
ニ
ン
グ
剤

ハ
ン
ド
ク

リ
ー
ナ
ー

便
器
洗
浄
剤

ペ
ッ
ト
用
シ
ャ
ン
プ
ー

磨
き

粉

水
せ
っ
け
ん

二
〜
十
一

﹇
略
﹈

愛
玩
動
物
用
シ
ャ
ン
プ
ー

洗
い
粉

ガ
ラ
ス
用
洗
浄
剤

ク
レ
ン
ザ
ー

化
粧
せ
っ
け
ん

工
業
用
せ
っ
け
ん

シ
ャ
ン

プ
ー

石
油
系
合
成
洗
剤

洗

濯
せ
っ
け
ん

ド
ラ
イ
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
剤

ハ
ン
ド
ク
リ
ー

ナ
ー

便
器
洗
浄
剤

磨
き
粉

水
せ
っ
け
ん

二
〜
十
一

﹇
略
﹈

第
四
〜

八
類

﹇
略
﹈

第
四
〜

八
類

﹇
略
﹈

第
九
類

一
〜
十
一

﹇
略
﹈

第
九
類

一
〜
十
一

﹇
略
﹈

十
二

電
気
通
信
機
械
器
具

十
二

電
気
通
信
機
械
器
具

〜

﹇
略
﹈

〜

﹇
略
﹈

電
気
通
信
機
械
器
具
の
部

品
及
び
附
属
品

電
気
通
信
機
械
器
具
の
部

品
及
び
附
属
品

ア
ン
テ
ナ

イ
ヤ
ホ
ン

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

携
帯
電
話

機
用
ケ
ー
ス

携
帯
電
話
機

用
ス
ト
ラ
ッ
プ

コ
イ
ル

磁
気
テ
ー
プ
イ
レ
ー
ザ
ー

磁
気
テ
ー
プ
ク
リ
ー
ナ
ー

ア
ン
テ
ナ

キ
ャ
ビ
ネ
ッ

ト

携
帯
電
話
機
用
ス
ト

ラ
ッ
プ

コ
イ
ル

磁
気

テ
ー
プ
イ
レ
ー
ザ
ー

磁
気

テ
ー
プ
ク
リ
ー
ナ
ー

磁
気

ヘ
ッ
ド
イ
レ
ー
ザ
ー

磁
気

目

次
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〔
省

令
〕

〇
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
経
済
産
業
七
一
）

〔
告

示
〕

〇
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
を
更
新
し
た
件

（
農
林
水
産
二
七
四
〇
）

〇
生
産
業
者
及
び
輸
入
業
者
の
名
称
及
び
住

所
の
変
更
に
係
る
届
出
が
あ
っ
た
件

（
同
二
七
四
一
）

〇
肥
料
の
登
録
が
失
効
し
た
件

（
同
二
七
四
二
）

〇
特
定
物
質
の
規
制
等
に
よ
る
オ
ゾ
ン
層
の

保
護
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示（
経
済
産
業
・
環
境
一
一
）

〔
公

告
〕

諸
事
項

裁
判
所

破
産
、
免
責
、
再
生
関
係

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構

計
量
法
第
百
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
登
録
、
地
方
職
員
共
済
組
合
役
員

の
異
動
、
日
本
弁
護
士
連
合
会
懲
戒
の
処

分
、
厚
生
年
金
基
金
清
算
結
了
・
清
算
人

退
任
関
係

地
方
公
共
団
体

教
育
職
員
免
許
状
失
効
、
行
旅
死
亡
人
、

公
示
送
達
、
無
縁
墳
墓
等
改
葬
関
係

会
社
そ
の
他

会
社
決
算
公
告

〇
経
済
産
業
省
令
第
七
十
一
号

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
商
標
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
二
月
十
八
日

経
済
産
業
大
臣

世
耕

弘
成
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